
1

○
総
務
省
告
示
第
三
百
五
十
五
号

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
様
式
第
二
十
七
の
三
注
四
の
規
定
に
基
づ
き

、
平
成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
百
三
十
六
号
（
通
信
品
質
の
測
定
条
件
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

五

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
七
条
の
二
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
電

気
通
信
設
備
を
介
し
て
提
供
す
る
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
る
送
受
信
の
品
質
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
Ｔ
Ｔ
Ｃ
標
準
Ｊ
Ｊ
二
○
一
・
○
一
以
上
の
測
定
方
法
に
基
づ
き
測
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。


